
令和7年4月1日以降の「労働報酬下限額」
　世田谷区では、公契約条例において区が事業者と結ぶ契約（公
契約）に従事する労働者の最低賃金を「労働報酬下限額」として定
めています。事業者は公契約においてこの下限額に従い適正な賃
金を支払うように努めなければなりません。

対象契約 労働報酬下限額（1時間当たり）

予定価格3千万円以上
の工事請負契約

①�国土交通省定義の51職種技能労働
者のうち熟練労働者

　→公共工事設計労務単価の85％
②�見習い・手元等の未熟練労働者、年
金等受給による賃金調整労働者

　→�公共工事設計労務単価の軽作業員
比70％

③上記に該当しない労働者
　→1,460円

予定価格2千万円以上
の工事請負契約以外
の契約（委託等）

1,460円

� 世田谷区�財務部�経理課�公契約担当�
� TEL：03-5432-2965　
� FAX：03-5432-3046
� HP：�https://www.city.setagaya.lg.jp/��https://www.city.setagaya.lg.jp/�

02234/8039.html02234/8039.html

令和7年度「事業化チャレンジ道場」
参加企業募集中！
～新製品開発で新規事業を立ち上げる！～
　新製品の企画から販路開拓までの一連のプロセスを習得し、企
業の新たな成長・発展に向けた新規事業の創出にチャレンジする
支援プログラムです。
※�ソフトウェアやビジネスモデルのみの開発などを支援するものではあ
りません。
◉�対象企業…都内で実質的に事業を行う中小企業
◉�参加人数…1社3人まで
◉�実施場所…大田区産業プラザPiO（大田区南蒲田1-20-20）
◉�費用…1社7万円（税込み）
◉�応募締切…令和7年4月3日（木）
※選考のうえ、決定させていただきます。
※�応募要件などの詳細は、下記ホームページをご確認ください。

� （公財）東京都中小企業振興公社　�
� 城南支社�経営支援担当
� TEL：03-3733-6284　　　　　　　　
� HP：�https://www.tokyo-kosha.or.jp/�https://www.tokyo-kosha.or.jp/�

support/shien/seminar/dojo_bosyu.htmlsupport/shien/seminar/dojo_bosyu.html
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お問合せ

より安くて便利な事業系リサイクル
システムをご利用ください
　区は、事業者のリサイクル活動を支援し、資源の有効利用を進
めるため、世田谷リサイクル協同組合と協定を結び、事業系リサ
イクルシステムを実施しています。
　区の収集を利用する事業者の方は、①シュレッダー古紙を資源
として回収できる、②回収費用は区の収集より安価である、③事
業所まで直接回収に伺うといったメリットがあります。
　許可業者に収集を委託している事業者の方は、リサイクル可能
な資源について、こちらのシステムの利用もご検討ください。
　参加方法等詳しくは、世田谷リサイクル協同組合のホームペー
ジまたは二次元コードよりご確認ください。
� 世田谷区�清掃・リサイクル部��
� 事業課�指導許可担当�
� TEL：03-6304-3263
� HP：�https://www.setagaya-r.com/��https://www.setagaya-r.com/�

biz/process/biz/process/

世田谷区令和7年度予算（案）について
　令和7年度世田谷区当初予算（案）は、社会経済動向の変化等を
踏まえながら、地域経済の持続可能な発展を目指す政策を推進す
る取り組みに重点をおき、編成いたしました。
世田谷区経済産業部の産業関連重点項目予算（案）　
◉�せたがやPayによる消費者・中小個店等の支援
◉�SETAGAYA�PORTを通じた多様な人々の交流推進
◉�産業活性化拠点（HOME/WORK�VILLAGE）の開設
◉�地域連携型ハンズオン支援事業
◉�ソーシャルビジネス支援事業
◉�せたがや若者サポートステーション
◉�建設業人材確保・区内中小企業等人材マッチング及び定着促
進事業

◉�三茶おしごとカフェ
◉�農福連携事業
� 世田谷区�商業課�調整係　TEL：03-3411-6652　

マル経融資のご案内
　マル経融資（小規模事業者経営改善資金）は小規模事業者の皆
様の経営をバックアップするため、商工会議所の推薦に基づき、
無担保・保証人不要で、融資される日本政策金融公庫の融資制
度です。

〔マル経融資〕
◉融資限度額�⇒�2,000万円
◉返済期間�⇒�運転資金：7年以内・設備資金：10年以内
◉担保・保証人�⇒�不要（保証協会の保証も不要です）
◉融資利率�⇒�1.75％（2025年2月1日現在）
※�世田谷区から、最長3年間支払利子の30％の利子補給金が支給
されます。（利子補給制度には一定の要件があります）
※利率は金融情勢により変わることがあります。
※限度額の取り扱いについてはお問い合わせください。
※条件等は、変更となる場合があります。

　詳しくは、東京商工会議所世田谷支部まで。
� 東京商工会議所世田谷支部　�
� TEL：03-3413-1461
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お問合せ

お問合せ
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